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 若者は社会経験が乏しいため、思わぬ契約トラブルに巻き込まれ

てしまうことがあります。若者にとってスマホは生活の一部になっ

ていますが、スマホのネット通販やＳＮＳから契約トラブルになる

ことも多く見受けられます。 

 

＜相談事例＞ 

 ＳＮＳで知り合った人に「もうかる話がある」と誘われ、60 万

円の投資用ソフトを勧められた。「お金が無い」と断ったが、「消費

者金融で借りればよい」と言われ、借入れをして支払った。ソフト

を試してみたが、全くもうからない。 

 

 この事例のように「お金が無い」と断っても、クレジット契約や

借金を勧められ、契約させられることがあります。借金をしてまで

契約する必要はないはずです。うまい話にすぐ飛びつかず、必要の

ない契約には「契約しません」とはっきり断ることが大切です。Ｓ

ＮＳには若者を狙った悪質業者がひそんでいます。十分注意してく

ださい。 

 

 

若者の契約トラブル 

 

★今年成人になります。契約トラブルを防ぐために、注

意することはありますか。 

                   

                 


